
ム
ヱ
 

部
 2
 

有
料
 

書
賈
 

障
 ）

 

全
的
 

議
 Ⅱ
 

審
 Ⅲ
 

障
紺
 

保
回
 

会
舛
 

社
第
 

合
 的
か
つ
計
画
的
に
行
な
 
う
 こ
と
等
 
の
 責
務
を
有
す
る
こ
と
。
 

  

頁 

安
定
所
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
 

緊
 密
な
連
携
を
図
り
つ
り
、
必
要
な
 

自
立
支
援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援
 

事
業
を
総
 

た
 日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
 
こ
と
が
で
き
る
よ
 う
 、
障
害
者
等
 の
 生
活
の
実
態
を
把
握
し
た
上
で
、
 
な
 失
職
業
 

Ⅰ
Ⅰ
 

市
町
村
は
、
障
害
者
が
自
ら
選
択
し
 

た
場
所
に
居
住
し
、
又
は
障
害
者
 

等
 が
そ
の
有
す
る
能
力
を
活
用
し
 

、
 自
立
し
 

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。
 

二
市
町
村
等
の
責
務
 

無
 に
か
か
わ
ら
ず
国
民
が
相
互
に
人
 

格
 と
個
性
を
尊
重
し
安
心
し
て
 

暮
 ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実
 

現
に
寄
与
す
 

る
 給
付
等
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
 

定
め
、
も
っ
て
障
害
者
及
び
障
害
 

児
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
と
と
も
に
 

、
陸
生
ロ
 
の
有
 

能
力
を
活
用
し
、
自
立
し
た
日
常
生
 活
 又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
 で
き
る
よ
 う
 、
必
要
な
障
害
福
祉
 サ
 ｜
 ビ
ス
に
 係
 

こ
の
法
律
は
 
、
 他
の
障
生
口
者
及
び
 

障
 青
児
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
 
と
相
 ま
っ
て
、
障
害
者
及
び
障
害
児
が
そ
 

の
 有
す
る
 

障
害
者
自
立
支
援
給
付
法
案
要
綱
 

第
一
総
則
 

一
目
的
 



四 
"" 一   
一 

Ⅰ・ 上 又 
十 う 定 は す 国 

膣 " 早 義 社 べ 民 
全 て の   生 の 責 

土 蔵 者 、 7 音 国 務 
」   を 民 

あ 上 と 営 は 
る で は め 
者 あ 

  
る 障 

な る 身 よ 生 口 

ぃ 者 体 ぅ の 
う 及 は章 存 な 
こ び 害 地 熱 
と 甘 清 音 域 に 

。 袖 幅 社 か 
保 祉 会 か 
健 法 の わ 
及 に 実 ら 

び 規 現 ず 
惰 走 Ⅰ ， く @@ 

押 す 障 協 
障 る 力 害 
害 身 す 者 
者 体 等 る 

福 障 ょ が 
社 告 う そ 
に 者 努 め 

日月思は め 有 
す 知 な す 
る 自勺 け る 

法 障 れ 能 
律 害 ば カ 
に 者 な む 福 規 ら 、 ず舌 

宗 社 な 用 
す 法 い し 

  
る に 

  
  

精 い と 自 

そ中 う 上 ユ - %: " ぬ 障 し 

害 的 た 」 障 者 日 

の 害 常 
う 者 生 
ち の Ⅴ 舌 

  
3 2 

  う 提 
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｜
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更 の す 打 見 付 ぅ 障 
、 有 る ぅ を ぅ も 害 

放 列 陣 場 聴 に の 種 
消 期 害 合 く 当 と 度 
し 間 福 に こ た す 区 
筆 内 袖 は と っ る 分 
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同 僚 介 護 

分 社 ビ 指 布 護 助 訓 生 に 介 護 給 
護 サ ス 定 町 給 に 練 活 保 護 給 付 
糸八 、 口 @  車 す 付 竹 関 等 分 る 給 付 費 

付 ビ 業 る は 質 す 給 謹 も 付 費 
費 ス 者 指 、 又 る 行 文 の 費   特 
又 等 等 定 支 は 費 費 は な 及 特 例 
は 」 

  

  
」 障 給 副 用 度 施 除 び 何 分 

訓 と と 害 洗 練 の び 設 
い 福 是 等 練 ぃ 給 特 大 

く 特 介 護 
。 例 護 給 

等 ，ワ ぅ 祉 を 給 付 何 所 
。 サ 受 

） 介 給 付 
糸八 、 口 

） ） 付 と 訓 支   護 付 費 
ィ 寸   け 費 す 練 援 生 給 費 
費 を か ビ た る 等 に 活 付 

  
１ @ 

の 受 ら ス 障 こ 給 関 支 費 訓 練 
頷 け 障 事 書 と 付 す 援 の 練 等 
は た 善 業 者 。 費 る   支 系 、 合 口 糸八 、 目 

  と 福 者 等 は 賢 児 給 付 竹 
障 き 杜 若 （ 、 用 童 は 費 費 
害 は サ し 以 白 め デ   専 攻 
福   く 下 支 給 ィ 居 村 び 

訓 付 サ 毛 皮 特 は指 祉サ 「支 介護 ビス 練 と @  分 び 例 
  給 文 宗 給   す ビ 護 特 訓 

ビ 付 は 障 決 耽 る ス 
  

  側 線 
ス 費 施 吉 宗 労 
の 文 殻 者 障 等給 移 」と 、短 重度 訓練 

種 は 障 文 書 z Ⅰ 一 丁 。 顛 読 専 行 
類 訓 害 援 者 支 入 間 給 費 
ご 練 縞 施 」 援 所 分 村 

と 
  謹 賀 

と 等 祉 設 
に 給 サ 等 ぃ 京 月 七 重   の 

指 付 @  （ ，フ 労   
定 費 ビ 以 ） 糸眺 陸上 早 動 糸八 、 口 

障 む ス 下 続 害 援 
が 、 支 看 護 旨 支給書幅 「 （ 以 ォ 

  
援 等 

祉 す 下 宅 部 又 包 療   は 
土 L 

括 養 
  るこ サ 括 「 書 厨 / Ⅰ 支 文 
ビ と 定 幅 県 同 援 、 援 

障 祉 知 生 ス （ 
等 害 サ 事 、 ヂ @ き 典 医 
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  と 市 特 定 は 額 ん 分 当 に 
ビ き 町 例 障 、 支 は 酌 譲 文 す 通 
ス は 村 介 冑 市 給 常 Ⅰ レ 承 八口 ぶ小 。 ム ロ スリ 

禾 」 、 は 護 福 町 決 指 て 付 決 額 要 
月 待 結 社 村 定 定 政 費 定 と す 
計 例 文 付 サ は 障 障 今 度 陣 す る 
画 分 給 費 l 言 書 で び 言 る 費 

作 護 決 又 ビ 弁 者 福 定 訳 者 こ 用 
成 給 定 は ス 護 等 祉 め 練 等 と に 

費 付 随 時 事 給 が サ る 等 が 。 つ 

  き 同一 、局 費又 言者 例 訓 業者 付 質 指定 ビ ー 額を 給付 

額 は 等 練 等 又 障 ス 超 費 の 厚 
障 特 が 等 に は 害 等 え の 月 

    
生 

書 例 基 結 文 訓 福 は ろ 合 に   労 
福 訓 弊 村 払 練 祉 要 と 計 受 働 
社 線 該 費 ぅ 等 サ し き 頷 け 大 
サ 専 当 こ 糸ム 、 口   た は を た 臣 
  給 障 と 付 ビ 費 、 控 指 コ カ 。 

ビ 付 言 が 費 ス 月 目 除 定 定 
ス 貧 福 で に 事 の 該 し ほ章 め 
費 を 祉 き っ 業 額 同 て 害 る 

、 支 サ る い 者 の 一 そ早 福 基 
時 給   も て 等 範 の た 祉 準 
走 す ビ の 、 か 囲 月 額 サ Ⅰ ア 」 

障 る ス と 当 ら 内 に が   よ 
ナ を   指 に お   ヒ 。 石目」と 円玉ロ セ も口 Ⅰ 

り 

る 文 宗 お け 家 ス 

こ 給 障 い 
算 

特 が け 等 る 計 き 。 定 
別 で た と 次 善 て 介 に に し 
給 き と 。 定 幅 政 譲 与 要 た し 

付 る き 障 社 会 紛 え し 

費 も そ 害 サ で 付 る た 

及 の の 者 l 定 費 影 費 
費用 

の 

び と 他 等 ビ め 又 響 用 額 
特 す 必、 に ス ろ は そ の 

  
の 

倒 る 要 代 筆 額 訓 の 額 百 
特 こ が わ を と 錬 也 の 分 z 

定 と あ の ム の 

障 。 る 口 等給する受けり、 詳 事 言 九 

生コセ有 

と 当 た こ 付 情 額 十 
認、 言ジで と と 費 を か ｜ 

特 め ォ 旨 き 。 の し ら 木目 
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頁
 

別
給
付
費
 

㈹
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
 

市
町
村
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
 る
 数
以
上
の
種
類
の
障
害
福
祉
 サ
 ｜
 ビ
ス
を
利
用
す
る
障
害
者
等
で
 あ
っ
て
 

市
町
村
が
必
要
と
認
め
た
者
が
 、
都
 道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
相
談
 支
 援
 事
業
者
か
ら
相
談
支
援
を
受
け
た
 と
き
は
 

、
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
を
支
 給
す
る
こ
と
。
 

㈹
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
 費
 

市
町
村
は
、
支
給
決
定
障
害
者
等
が
 受
け
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
 介
護
保
険
法
の
介
護
給
付
等
対
象
 サ
ー
ビ
 

ス
に
 要
し
た
費
用
の
ム
ロ
 計
 額
か
ら
 当
 該
 費
用
に
っ
き
支
給
さ
れ
た
介
護
 給
付
費
等
及
び
介
護
保
険
の
介
護
 給
 竹
箸
 の
 

合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
 、
著
 し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
、
政
令
 で
 定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
高
額
 障
 害
 福
祉
 

サ
ー
ビ
ス
費
を
支
給
す
る
こ
と
。
 

㈹
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
 

市
町
村
は
、
施
設
入
所
支
援
等
に
係
 る
 支
給
決
定
を
受
け
た
障
害
者
の
 ，
 
フ
ち
 所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
 を
し
ん
 

酌
 し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
 者
（
以
下
「
特
定
障
害
者
」
と
い
う
 。
）
が
、
障
害
者
支
援
施
設
等
か
ら
 
入
所
 サ
 



㈲
特
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付
 費
 

市
町
村
は
、
特
定
障
害
者
が
、
基
準
 該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
 た
場
合
等
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
 認
め
 

る
と
き
は
、
特
定
入
所
費
用
に
つ
い
 て
 、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
 
り
 、
特
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
 を
 支
給
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
 ナ
 」
と
。
 

5
 
 指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
 者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
 及
 び
 指
定
相
談
支
援
事
業
者
 

㈹
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
 者
の
指
定
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
 指
定
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
 事
 業
 を
行
 う
 者
の
申
請
に
よ
り
、
陸
生
 口
 
福
祉
 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類
及
び
障
害
福
祉
 サ
 ｜
 ビ
ス
事
業
を
行
 う
 事
業
所
ご
と
 に
 都
道
府
県
知
事
が
行
 う
 こ
と
。
 

㈹
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
 定
 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
は
 、
 設
置
者
の
申
請
に
よ
り
都
道
府
県
 知
事
が
行
 う
 こ
と
。
 

｜
 ビ
ス
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
 障
 書
音
支
援
施
設
等
に
お
け
る
食
事
 の
 提
供
及
び
居
住
に
要
し
た
費
用
 
（
以
下
「
 

特
定
入
所
費
用
」
と
い
う
。
）
に
 つ
 い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
 よ
り
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
を
 支
給
す
 

る
こ
と
。
 

O
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(6) (5) 
れ 労 

そ ば 働 指 指 
の な 省 是 定 
他 ら 令 障 障   

な で 言 舌 
い 定 福 福 

こ め 祉 祉 
と る サ サ 

。 人 l   

員 ビ ビ 

、 ス ス 

(4) 
ト ; 。 、 

(3) 
と 寄 木 す   

。 の そ 指 指 と 指 指 立 
， 目 、 の 是 定 に 定 定 
同 地 陣 陣 都 相 相 

+  道 談 諮 秋 その 支 の 関 書幅 福 吉 荷 文 
他 係 祉 祉 県 援 援 
の 機 サ サ 知 事 事 
事 関   @  事 業 業 
情 と ビ ビ が 昔 者 
ほ の ス ス 行 の の 

妻 の 事 設備   業 
又 者 業 
び 
運 指 指 
営 定 定 
に 陣 陣 
関 害 害 
す 昔 者 
る 支 文 接 基 壌 
準 施 施 

Ⅰ ァ Ⅱ @@ - 一 口 一 一 几 医 - 一 口 一 一 皿 医 
彼 等 等 
い の の 

  
- 一 % - 仙 又 - 一 一 向 几 渓 

措 置 置 
定 者 者 
障 度 度 
害 び び 

福 指 指 
祉 定 定 
サ 相 相 

き人 昧寺ム ｜ビ 銚ボ仏ヰ又 

ス 援 援 
等 事 事 
を 業 業 
提 昔 者 
供 は の 

し   基 

な 厚 準 
け 生 

応 緊 事 事 ぅ 指 指   
果 携 指 指 木目 

的 を 定 定 
に 図 陸 陸 談支 

" 与 
行 り 言 舌 援 
う つ 者 者 事 
よ つ 支 文 業 
，フ   援 援 を 
に 障 施 施 ノ イ 一 丁 

努 害 - 一 百 一 円 ス 

め 福 等 等 
- 一 一 向 八 ス @ ，フ 

者 
な 祉 の の の 

け サ 設 設 申 
れ @  直 直 き 口 ミ三 目 

ば ビ 昔 者 Ⅰ ， モ I@ 

な ス 波 及 よ 
も 又 び び り 

な は 指 指 
ぃ 相 是 定 
  

木目 

謙 - ",     支 
等 援 
の に 援 援 事 
責 っ 事 事 業 
窮 い 業 業 を 
を て 昔 者 ノ イ了 -- 
有 、 は の 

圭 
，ワ 

事 貝務 する 障害 雨 業 
こ 者 町 所 一

一
頁
 



一   一 
ⅠⅠ 

(3) (2) (1) 山口 

  
， 要 自 立 る   

認、 0  者 村 つ 支 援 医 
定 積 等 等 い 援 医 療 
の 類 又 は て 医 療 費 
有 ご は 、 療 費 
効 と そ 障 市 費 の 療 
期 に の 害 町 の 支 養 
間 文 世 者 村 支 給 支 

結 滞 等 文 絵 認 援 

文 話、 員 の は な 定 医 
給 定 の 心 都 堂 療 
一 一 - 恭司 ひ を 前 身 道 け 費 
定 x-@  イ了 そ 尋 の 同 よ 及 
の う が 障 早 う び 
変 も 政 客 （ と 基 
更 の 令 の 似 す 準 

、 と で 状 下 る   
取 す 定 能 当 
消 る ぬ か 障害 市 「 

し こ る ら 打 者 
等 と 基 み 村 又 

療養 

。 準 て 
支 

Ⅰ ， く @@ 等 は 援 
朋美月 リ   

  
」 障 早   

し 上 白 と 生 口 療 
必、 で 立 レ Ⅱ 日几 ｜ 費 

要 あ 支 ぅ の の 

な る 援 。 保 支 
） - 一 一 一 口 隻 

事   糸八 

項 き 療 の 者 
を そ な - 一 - - 用じⅩ 寒 ヰま 

定 定 
  

め 受け 他 の を 自 

る め る   
    場 必 

ム 
け 支 

と ぶか 口女色 要 な 援 
け 医 

除 あ れ 療 
き る ば 費 日 ヰ鹿 一物 な の 

白 ム 口 ら 支 
ュ v 立 " : @ な 糸八 、 口 

支 は い の 

｜ ム 
口 

関 筆 陣 
す に 害 
る お 者 
基 い 支 
率 て 援 
を 都 施 
満 道 哉 
た 府 の 
し 県 人 
て 知 所 
い 事 定 
な は 員 
い 指 総 
場 定 数 
合 を が 

等 し 

は な 都 
つ い 道 
レ Ⅰ こ 府 
て と 県 

、 が 障 

都 で 害 
道 き 福 
府 る 祉 果 し ナ - 一 一 一 口 十 

知 と 画 
事 と に 
は す 定 
括 る の 
定 ほ ら 

の か れ 
取 る 
消 (5)  必 、 
し の 要 
尊 人 数 
を 員 を 
z- 7 丁   上 

回 
える設備 
こ 及 て 
と び い 
と 連 る 
す 営 場 

二
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5 4 3 2 

費 
を 
支 
系 ヰコ " 

す 
る 
  
  

と 

ス 療   が 、 

事 面 陳 指 指 の 指 指 白 描 面 白 

柴 灯 養 定 是 程 定 定 立 宝 町 立 
若 村 吏 自 白 額 白 白 文 す 村 吏 
等 は 援             ノ @' 。 '             援 る 等 援 

し 

か 、 医 支 文 と 支 文 区 区 は 医 
ら 介 療 援 援 に 援 援 療 療 療 
療 謹 賀 区 区 行 区 区 賃 機 文 質 
養 給 の 療 痛 う 療 療 を 関 給 の 
皮 付 玄 機 機 こ 機 機 支 （ 認 、 支 輯 八口女 山 月日 仁 旧朋 日 月 と 関 関 給 必 定 給 
援を 療 （ は の 

丑 " 
。 の の す 下 を   貝 

  

け 支 務 良 るこ 指定指定 す 「 指 一 

た 援 質 は と 定 た 
と に か 。 自 障 
き 限 つ 病 上 書 

は る @% Ⅰ 、 亜 院 文 者 
  若 援 等   

療 な し 
養 に 臼目 く 以 医療 （ 
文 保 ユ 主コと " は 機 下 援 る 支 

き痛 

の 支 援 「玄 関」 

，フ 糸ム 、 口   所 と 糸ム 、 口 

ち 決 療 又 い 一 - - -% 可仁ツ @ Ⅰ ト 

医 定 を ャま う 定 
療 を ノ TT -- 薬 障 

わ 局 
） 

り 」 受 生 - 口 

要 け な の か 者 
す た ，ノ ャ @ 丁 開 8 等 
る 障 れ 

」 

賀 書 ば 諜者 自 と 

朋 音 な の 上 ェ い 

り 」 が ， ら 申 
  

支 う 

な つ 舌 Ⅱ 土 日 

い 指 い 
  

ヰ， し   
て 定   よ 療 が 

と り を   障 早 

凍 害   福 養 臼日   
支 社 土エ 府た 
援 サ 支 と 県   援 き 知 

療 ビ   は 事 一
 三
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